
















仕 様 書 
 
 
１  本仕様書は、佐伯１区４９号線ほか道路除草業務（以下「本業務」という。）に適用する

ものである。 
２  履行箇所は、別添図面のとおりとする。詳細については、本市担当職員の指示に従うこと。 
３  業務契約後、速やかに現場責任者選任届及び委託業務実施計画書を提出すること。 
４  本業務においては、繁茂している雑草を草刈機、その他の器具を用いて 30mm 以下の刈

高できれいに刈り取ることとする。 
５  道路附属物や樹木等に絡みついた雑草、枯草及び縁石の隙間からの雑草についても、丁寧

に取り除くこと。 
６  日々の除草作業後は、刈り取った草や枯草をすみやかに広島市ごみ焼却工場へ搬入するこ

と。また、道路側溝内等及び近隣の民有地等に落とした短い草も忘れず搬出処理すること。 
７  除草作業中、除草区域内及びその付近にゴミ類（カン、ビン、ペットボトル等）があった

場合は、適切に処分すること。 
８  除草等の作業時には、受託者の責任において、飛び石防護措置等を講じ、通行者及び近隣

住民等第三者に危害を加える事のないよう、安全対策を図ること。また、万が一生じた場合

は、受注者の責任において対応すること。 
   また、一般交通等に対しても支障をきたさないよう、交通誘導員を１日当たり１名以上配

置すること。ただし、広島県公安委員会告示第２３号路線（一般県道原田五日市線）につい

ては、交通誘導警備業務１級又は２級の検定合格警備員を配置すること。 
９  除草作業時に、既存の道路附属物等を破損させることのないよう注意すること。また、万

が一破損させた場合は、受注者の責任において補修等を行うこと。 
10   除草回数については、１回実施することとする。 
   実施時期については、本市担当職員から指示のあった日より、八幡川、石内川隣接路線に

ついては、７月１１日（金）までに完了させ、その他路線については、８月中旬までに完了

させることとすること。（詳細の実施時期は本市担当職員と協議のうえ決定すること。） 
   また、上記実施時期以外においても、本市担当職員からの指示があれば、それに従うこと。 
10   除草作業後は、委託業務実施報告書及び施工写真・伝票等・数量比較表を提出すること。 
11   提出する写真については、事前に本市担当職員と協議の上、施工箇所毎の施工前後（全

体及び作業完了が判別可能な近接写真）、施工状況、集草・積込状況を提出すること。また、

安全管理や搬出処分状況についても写真を提出すること。 
12   本仕様書に定めていない事項については、本市担当職員と協議のうえ決定すること。 

 




